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『保険診療の手引』2024 年６月版 正誤・追補(2024.７.22) 

※訂正箇所はゴシック太字下線で表示しております。※今回追加したものは太枠で示しております。 

※追補は■印を付しています。 

頁 訂正箇所 誤 正 
P1～P1968 

5 左段上から 11

行目 
第２款 筋骨格系・四股・体幹 第２款 筋骨格系・四肢・体幹 

225 B001･37 
慢性腎臓病透
析予防指導管

理料の「併せ
て算定できな
いもの」欄 

・外来集団栄養食事指導料 
・集団栄養食事指導料 

・在宅時医学総合管理料 
・施設入居時等医学総合管理料 

・外来栄養食事指導料 
・集団栄養食事指導料 

・在宅時医学総合管理料 
・施設入居時等医学総合管理料 

512 

往診料と緊急往
診加算、夜間・

休日往診加算、
深夜往診加算の
表 

 

  

533 
中見出し部分の
番号修正 

(16) 患者 1人当たりの平均訪問診療回数が 12回以上の
場合の取扱い 

(17) 在宅医療ＤＸ情報活用加算 
(18) 往診の翌日の訪問診療の取扱い 
(19) 患家における診療時間が１時間を超える・・・ 

(20) 患家の負担とする交通費は実費とする。 

(17) 患者 1人当たりの平均訪問診療回数が 12回以上の場
合の取扱い 

(18) 在宅医療ＤＸ情報活用加算 
(19) 往診の翌日の訪問診療の取扱い 
(20) 患家における診療時間が１時間を超える・・・ 

(21) 患家の負担とする交通費は実費とする。 

1008 

下段「明細書記
載の要点（入

院）」(6)の下に
右を挿入 

【「摘要」欄にコードが設けられている事項】 

■
1147 

上から 2行目 
入院中の患者以外の患者について、各年６月１日から７

日までの・・・ 
入院中の患者以外の患者について、各年７月１日から７日

までの・・・ 

1770 下から 1行目 編注 介護老人保健施設入所者に係る取り扱い→ P.1863 編注 介護老人保健施設入所者に係る取り扱い→ P.1683 

1777 
右段下から 17

行目 
小規模多機能型居宅介護事務所、・・・ 小規模多機能型居宅介護事業所、・・・ 

入院分冊（P1969～） 

1970 
左段上から 11

行目 
第２款 筋骨格系・四股・体幹 第２款 筋骨格系・四肢・体幹 

2057 
上から２行目と
３行目の間に右

を挿入 

「医療区分・ＡＤＬ区分等に係る評価票（療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料）」の記入に当たっては、
各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」及び「留意
点」に従うこと。 

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない
場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。 

2058 下から４行目 Ⅰ 算定期間に限りがない区分 Ⅱ 算定期間に限りがない区分 

2059 上から 15行目  【算定期間に限りがない区分】 削除 

2059 下から９行目 
留意点 Ｊ045人工呼吸の「35時間を超えた場合（１日

につき）」を算定している場合に限る。 
 

留意点 Ｊ045人工呼吸の「3 5時間を超えた場合（１日

につき）」を算定している場合に限る。 
 

2060 
上から 14行目

～15行目 

本項目に該当する。なお、毎月末において当該酸素療法を
必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を
診療録等に記載する。 

本項目に該当する。 
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当し
ているか確認を行い、その結果を診療録等に記載する。 

2061 
下から９行目の
次に右を挿入 

〇項目 31．欠番 
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2061 
～
2063 

項目番号 

〇項目 31．中心静脈栄養（… 
〇項目 32．人工腎臓、…  

〇項目 33．肺炎に対する治療 
〇項目 34．褥瘡に対する治療（… 
〇項目 35．末梢循環障害による… 

〇項目 36．うつ症状に対する治療 
〇項目 37．１日８回以上の喀痰吸引 
〇項目 38．気管切開又は… 

〇項目 39．創傷（… 
〇項目 40．酸素療法（… 

〇項目 32．中心静脈栄養（… 
〇項目 33．人工腎臓、…  

〇項目 34．肺炎に対する治療 
〇項目 35．褥瘡に対する治療（… 
〇項目 36．末梢循環障害による… 

〇項目 37．うつ症状に対する治療 
〇項目 38．１日８回以上の喀痰吸引 
〇項目 39．気管切開又は… 

〇項目 40．創傷（… 
〇項目 41．酸素療法（… 

2066 評価票の項番 13  
86に該当、かつ、1～40（13を除く。）に１項目以上該当す

る場合 

86に該当、かつ、1～41（13及び 31 を除く。）に１項目以上

該当する場合 

2066 

評価票の項番 30

の次に右を追加
する 

30 他者に対する暴行が毎日認められる場合 

処置等に係る医療区分２ 

30 他者に対する暴行が毎日認められる場合 

31 86に該当、かつ 1～40（13を除く。）に該当しない場合 

処置等に係る医療区分２ 

2066 評価票の項番 31～40 32～41 

2066 評価票の項番 41 86に該当、かつ、1～40（13を除く。）に該当しない場合 削除 

2067 
上から４行目 
上から 14行目 

下から２行目 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2099 上から 7行目 ① ⑴のイに該当する病棟であって、・・・ ① ⑴のイの①に該当する病棟であって、・・・ 

2203 下から 13行目 A226-4 小児緩和ケア診療加算（小児緩和） A226-4 小児緩和ケア診療加算（小児緩和）届 

2441 下から 11行目 

ロ 在宅患者支援病床初期加算 

 (1) 介護老人保健施設からの入院患者     500点 

 (2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、有料老人ホーム又は自宅からの入院患者 400点 

ロ 在宅患者支援病床初期加算 

 (1) 介護老人保健施設からの入院患者 

  ① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で C004-2

救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関か

ら搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に  

入院した患者               580点 

  ② ①の患者以外の患者           480点 

(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム又は自宅からの入院患者 

  ① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で C004-2

救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関か

ら搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に

入院した患者               480点 

  ② ①の患者以外の患者           380点 

2604 下段の Aの表 A 一般的な診断群分類 1,688分類 A 一般的な診断群分類 718分類 

2605 上段の Bの表 B 入院初期の医療資源投入量の多い診断群分類 257分類 B 入院初期の医療資源投入量の多い診断群分類 1,212分類 

2605 下段の Cの表 
C 入院初期の医療資源投入量の少ない診断群分類 236分

類 
C 入院初期の医療資源投入量の少ない診断群分類 229分類 

2606 上段の Dの表 D 高額薬剤や手術等に係る診断群分類 153分類 D 高額薬剤や短期滞在手術等に係る診断群分類 142分類 

最新の正誤表については、保団連 HP(https://hodanren.doc-net.or.jp/)でも紹介しておりますので、ご確認下さい。 

 


